　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏総給第１３２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年５月７日

　各所属長　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　本庁等総括安全衛生管理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　総　務　部　長

　　　平成２５年度快適職場推進リーダーの指名について

　このことについて，下記のとおり指名していただきますようお願いいたします。

記

１　目的

　　本庁等安全衛生委員会では，平成２４年度の活動目標の一つであった「快適で安全な職場づくりの推進」を今年度も継続することとしています。

　快適職場を形成するためには，所属職員が一体となって取り組む必要があるため，平成２１年度から「快適職場推進リーダー」を各所属に設置し，その中心的役割を担っていただいているものです。

２　該当部署

　　本庁等安全衛生委員会に属する所属

　　※別添「快適職場推進リーダー名簿」に記載のある所属

３　快適職場推進リーダーの対象となる職員

　　原則として，統括リーダーの方を指名してください。不在の場合，担当リーダーの中から指名してください。

４　快適職場推進リーダーの役割

　(1) 職場の整理整頓の推進

　(2) 危険箇所の点検，改善の推進

　(3) 時間外勤務削減の推進

　(4) 健康づくりの実践　　　　　　　　　　　　【裏面へ続く】

　(5) 職場の円滑な人間関係の形成　等　　　　　　　

５　指名の方法

　　「庁内共有」－「総務部」－「給与厚生室」－「○快適職場推進リーダー○」の中にあるエクセルファイルに入力してください。

６　期限

平成２５年５月１７日（金）

　　※期限が短く，大変恐縮ですが御協力のほどよろしくお願いいたします。

　＜問い合わせ先＞

　　総務部人事課給与厚生室

